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2016 年財政報告のポイント

田中 修

はじめに

3 月 5 日、財政部から全人代に対し、「2015 年度中央・地方予算」（以下「財政報告」）が

書面で報告された。そのポイントは以下のとおりである。

１．2015 年度予算の全体像

（単位：億元、％）

2016 年度予算

（対前年度伸び率）

2015 年度執行見込

中央財政収入総量

中央財政収入

中央予算安定調節基金からの繰入

中央政府基金・国有資本からの繰入

中央財政支出総量

中央財政支出

中央レベルの支出

中央から地方への税収返還・移転支出

予備費

中央予算安定調節基金の補充

中央財政赤字

国債残高限度額

国債残高

中央予算安定調節基金残高

７１８８５

７０５７０（2.2）

１０００

３１５

８５８８５

８５８８５(6.3)

２７３５５（7）

５８０３０

５００

―

１４０００

１２５９０８．３５

―

１５６．３７

７０２３４

６９２３４

１０００

―

８１４３４

８０７３０

２５５４９

５５１８１

―

７０４

１１２００

―

１０６５９９．５９

１１５６．３７

地方財政収入総量

地方財政収入

地方レベルの収入

中央から地方への税収返還・移転収入

地方財政繰入資金

地方財政繰越・余剰及び繰入資金

地方財政支出総量

地方財政支出

差額（地方財政赤字）

１４５０６０

１４５０６０

８６６３０（3.6）

５８０３０

４００

―

１５２８６０

１５２８６０(6.3)

７８００

１４５２１９

１３８１６４

８２９８３

５５１８１

―

７０５５

１５０２１９

１５０２１９

５０００
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地方政府一般債務残高 １０７０７２．４ ９９２７２．４

全国財政収入総量

全国財政収入

中央予算安定調節基金からの繰入

全国財政支出総量

全国財政支出

中央予算安定調節基金の補充、次年度繰越

差額（財政赤字）

財政赤字対 GDP 比

１５８９１５

１５７２００（3）

１７１５

１８０７１５

１８０７１５(6.7)

―

２１８００

３％

１６０２７２

１５２２１７

８０５５

１７６４７２

１７５７６８

７０４

１６２００

２．４％

（注）対前年度伸び率は、予算執行見込額に対する伸び率

２．2016 年度財政・租税政策1

主要なもののみ列記する。

（１）積極的財政政策を引き続き実施し、かつ力を加える

これは主として 4 方面に体現される。

①さらに減税と費用引下げを行う

営業税の増値税への転換を全面的に実施し、テスト範囲を建築業・不動産業・金融業・

生活関連サービス業に拡大し、不動産について仕入税額控除を実行する。

費用を徴収する基金の整理・改革を強化し、18 項目の行政的な費用・手数料徴収の免除

範囲を、小型・零細企業から全ての企業・個人に拡大する。新菜園開発建設基金・育林基

金の徴収基準をゼロに引下げ、価格調節基金の徴収を停止する。教育費付加・地方教育付

加・水利建設基金の徴収免除範囲を、月当たり販売額・営業額が 3 万元を超えない納付義

務者から 10 万元を超えない納付義務者へと拡大する。

上述の減税・費用引下げ政策を実行すると、年間で企業・個人の負担が 5000 億元余り軽

減されると予想される。

②財政赤字の規模を拡大する

全国財政赤字は 2 兆 1800 億元であり、前年度比 5600 億元増加し、財政赤字の対 GDP

比は 3％と、前年度より 0.6 ポイント高まった。

拡大した赤字は、必要な財政支出を増やすと同時に、主として減税・費用引下げがもた

らす財政減収の補填に用い、政府が請け負うべき支出責任を保障する。

このほか、政府基金（特別会計）予算管理に組み入れる地方政府特別債務も顕著に増や

し、繰越・余剰資金の使用規模を増やして、支出総水準と重点支出を一定程度にまで達す

るようにする。

③支出構造を調整・最適化する

持続可能で基本を維持するという原則に基づき、民生支出をしっかり計上する。

1 文章は全人代終了後発表された新華社 2016 年 3 月 18 日版をベースにしている。
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「公費接待・公費海外出張・公用車購入維持」経費予算を厳格に抑制し、会議費等の一

般支出を圧縮する。

収入の伸びが高かった時期に支出基準が高すぎ、支出承認が多すぎた等の持続不可能な

支出あるいは政策にリンクした支出については、合理的な評価の基礎の上で適時圧縮する。

移転支出構造を最適化し、特別移転支出（日本の補助金に相当）の額を重点的に減らし、

均衡性移転支出（日本の地方交付税に相当）及び旧革命根拠地・少数民族地域・辺境地域・

貧困地域への移転支出の規模を相応に引き上げる。

中央基本建設投資を中央の権限に属する公益的基本建設プロジェクトに集中し、小規

模・分散したプロジェクトへの支出を減らす。2016 年度は 5000 億元計上し、前年度比 224

億元増とする。

④財政資金の統一的企画・使用を強化する

2015 年度末の財政遊休資金規模が比較的大きい地方・部門については、2016 年度の予算

計上規模を適切に圧縮する。

執行において使用の必要がなくなった資金については、適時調整し重点支出に用い、発

生主義に基づく繰越支出を減らす。

政府基金予算で規定比率を超えた繰越・剰余資金については、一般公共予算に繰り入れ

統一的に企画・使用する。

国有資本経営予算を一般公共予算に繰り入れる比率を引き上げる。

同時に、財政支出方式を刷新し、財政支出の効率を高める。

（２）予算法をしっかり貫徹実施する

改正後の予算法を推進する実施条例をできるだけ速やかに打ち出し、法に基づいた財政

管理制度の基礎と打ち固める。

中期財政計画管理を推進し、2017－19 年全国中期財政計画を検討・編成し、その年度予

算への拘束・ガイドラインとしての役割を強化する。

予算業績効果管理改革を全面推進し、業績効果の目標管理を強化し、重大特別資金等重

点支出の業績効果評価を推進し、評価結果の応用を強化し、金を使うことへの責任意識・

効率意識を増強する。

国庫集中収納・支払の運営メカニズムを一層整備する。

重点支出を財政収支の伸び率あるいは GDP にリンクさせている事項の整理・規範化を、

積極的に手配ししっかり行う。

政府総合財務報告の編成テストを組織的に展開し、関係制度を早急に整備する。

倹約の思想を牢固に樹立し、詳細に編成を行い、カネを真に必要なところに用いる。

厳格化・簡素化を堅持し、一切の事業を倹約し、支出を減らすことができるものは断固

として減らし、支払う必要のないカネは絶対支払わず、大風呂敷・浪費・奢侈の気風をし

っかり抑える。
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公務支出管理制度を健全化し、公務カード制度改革を深化させ、節約励行・浪費反対の

長期有効なメカニズムの確立を推進する。

財政・経済の規律を厳格化し、民生分野の財政資金管理を強化し、財政資金の安全検査

を全面的に展開する。

（３）財政体制・税制改革を加速する

①財政体制改革

中央と地方の権限と支出責任の区分改革指導意見を打ち出し、中央の権限と支出責任を

適度に強化し、地方政府が責任を負うことが適切な事務は地方に渡し、中央と地方の職責

の交叉・共同管理の事項を減らす。

一部分を選択し、権限と支出責任の区分改革を率先して始動する。

中央と地方の増値税収入区分の過渡方案を整備し、タイミングをみて打ち出し、中央と

地方の 2 つの積極性を動員する。

財政移転支出を農業からの移転人口の市民化とリンクさせる、健全なメカニズムを整備

する。

②税制改革

営業税を増値税に改める改革を全面的に完成する。

消費税の課税範囲・対象・税率を調整する。

総合と分類を結びつけた個人所得税改革を推進する。

資源税の従価課税改革を全面的に推進し、関連費用の徴収と基金を整理する。

行郵税（入国貨物・郵便物に課する輸入税）の調整方案を検討・実施し、クロスボーダ

ー電子ビジネスの小売輸入租税政策を規範化する。

企業のイノベーションを奨励する財政・租税政策を実施し、企業が研究開発投入を増や

すことを支援し、企業のイノベーションの主体としての地位と主導作用を強化する。

船舶トン税・環境保護税等の立法活動を引き続きしっかり手配する。

（４）地方政府債務の管理を強化する

リスクの防止・コントロール意識を確実に増強し、中央政府の債務感知を厳格化する

①限度額管理・予算管理を強化する。

債務限度額を科学的に設定し、地方政府は批准された限度額内で起債し債務を償還して、

債務規模を厳格に抑制する。

地方政府は債務収支を予算に組み入れ、自覚的に各レベル人代の監督を受ける。

地方政府の債務限度額と債務収支情況を予算と共に公開する、常態的なメカニズムを確

立する。

②リスク評価・事前警告の健全なメカニズムを整備する。

各種リスク指標を総合的に運用し、各地の債務リスクを評価し、ハイリスクの地方につ
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いては事前警告を進め、地方が債務リスクの応急処置メカニズムを確立するよう指導・督

促する。

③地方債の発行事務をしっかり行う。

発行方法を整備し、債券発行の市場による金利決定レベルを高め、国債・地方債の発行

のペースを統一的に企画する。

地方債への投資家集団の多元化を検討・推進し、地方債流通市場を積極的に建設し、流

動性を高める。

地方が債務償還の需要・市場情況等に応じ、借換えの規模を合理的に確定するよう指導

し、入庫の債券・資金の借換えを加速するよう督促する。同時に、地方政府債務の監督管

理と考課・問責メカニズムを整備する。

融資プラットホーム会社の市場メカニズムによる形態転換・資金調達を早急に推進する。

統一的な政府債務管理を整備する。

違法な借入れ・担保行為に対する監督と懲罰を強化する。

（５）その他

①予算執行の効率を高める

１）財政収入管理を強化する。

法に基づき徴収し、徴収すべきものは全て徴収することを堅持し、「空転」（財政資金に

よる税金納付の一時的立替え）等の方式を採用して増収を偽ることを厳禁する。

２）支出予算管理を強化する。

予算のハードな制約を堅持し、人代が批准した予算を厳格に執行し、遅滞なく承認・下

達する。

３）遊休資金を更に活性化する。

引き続き規定に基づき、2 年以上繰り越している資金を整理・回収し、同時に 2 年以内の

資金に対する整理・活性化を強化する。

４）内部コントロール建設を加速する。

財政部門において内部コントロール制度を全面的に確立・実施し、予算管理・資金分配

等の業務に重点的に焦点を当て、1 人・重点ポスト・1 つのレベルに集中している権限を複

数に分散して、内部プロセスへのコントロールを強化し、有効なリスク対応メカニズムと

厳格な問責制を確立し、行政効率を高める。

②財政投入方式を刷新する

１）PPP モデル大いに普及・運用する。

政府・社会（民間）資本協力法の立法活動を検討・推進する。

２）各種の財政的投資資金の役割を好く発揮させる。

主として基金管理等の市場メカニズムによる運用モデルを採用し、金融資本と段階的に
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結びつけ、財政資金の民間資本呼び水効果を発揮させる。

３）政府によるサービス調達を積極的に推進する。

政府によるサービス調達の目録編成を強化し、範囲を拡大し項目を増やして、より多く

の分野で政府によるサービス調達を実行する。

４）政府調達制度を整備する。

中小企業に一定の調達割当を留保する政策を実施する。

３．その他

（１）政府基金（特別会計）予算

中央政府基金総収入 4519.82 億元

うち中央政府基金収入 4271.65 億元（前年度比 5％増）

年度繰越 248.12 億元

中央政府基金支出 4519.82 億元（同 5.5％増）

うち中央レベル支出 3405.23 億元（同 12.8％増）

地方への移転支出 1114.59 億元（同－11.9％）

地方政府基金総収入 3 兆 8016.68 億元

うち地方政府基金収入 3 兆 2902.09 億元（同－12.4％）

うち国有土地使用権譲渡収入 2 兆 8248.6 億元（同－13.2％）

中央からの移転収入 1114.59 億元

地方政府特別債務収入 4000 億元（同 3000 億元増）

地方政府基金支出 3 兆 8016.68 億元（同 2.6％増）

うち国有土地使用権譲渡収入からの支出 3 兆 2024.08 億元（同－2.6％）

地方政府特別債務残高限度額 6 兆 4801.9 億元

全国政府基金収入総額 4 兆 1421.91 億元

うち全国政府基金収入 3 兆 7173.74 億元（同－10.7％）

前年度繰越 248.17 億元

特別債務収入 4000 億元

全国政府基金支出 4 兆 1421.91 億元（同－1.2％）

（注）水土保持補償費等 5 項目の基金収支が一般公共予算に移し替えになった。

（２）国有資本経営予算

１）中央国有資本経営予算を一般公共予算に繰り入れる比率を、2015 年の 16％から 19％

に引き上げる。

２）中国鉄道総公司等 68 社の企業を、中央国有資本経営予算の実施範囲に組み入れる。



7

３）優先的に資金を計上し、国有企業の歴史遺留問題の解決・過剰生産能力の解消と人員

再就職に用いる。

中央国有資本経営予算支出は 1551.23 億元（同 37.3％増）、うち一般公共予算に組み入れ

られる分が 246 億元（前年度比 16 億元増）である。

全国国有資本経営予算支出は 2259.05 億元（同 23.3％増）、うち一般公共予算に組み入れ

られる分が 432.88 億元である。

（３）社会保険基金予算

財政補助は 1 兆 848.04 億元、全国社会保険基金支出は 4 兆 3546.53 億元（同 10.6％増）、

年度末残高は 6 兆 600 億元である。

（備考）

なお、全人代終了後 3 月 31 日に財政部から中央財政予算の内訳が発表された。しかし、

中央財政と地方財政を合わせた全国財政予算の内訳は公表されていない。
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表１．201５年度中央財政収入状況

単位：億元、％

（注）一部の金融機関と中央企業が利潤を上納した。

項 目 ２０１５年度執行見込

１．税収

国内増値税

国内消費税

輸入貨物増値税・消費税

輸出貨物増値税・消費税還付

営業税

企業所得税

個人所得税

資源税

都市維持建設税

印紙税

うち 証券取引印紙税

船舶屯税

車両購入税

関税

２．税外収入

特定項目収入

行政事業性手数料収入

罰金収入

国有資本経営収入（注）

国有資源（資産）有償使用収入

その他収入

６２２３７．０８

２０９９６．８２

１０５４２．１６

１２５１６．８３

－１２８６７．０２

１５０．７３

１７６３９．２３

５１７０．８９

３７．８７

１７９．２８

２４７６．１５

２４７６．１５

４６．９４

２７９２．５２

２５５４．６８

６８１１．３６

５７１．７６

４９８．７１

１１３．２７

５１５９．４４

２４２．２６

２２５．９２

中央財政収入

中央予算安定調節基金からの繰入れ

国有資本経営予算からの繰入れ

支出－収入

６９０４８．４４

１０００．００

２３０．００

１１２００．００
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表２．2016 年度の中央レベル財政支出予算

（億元、％）

項 目 2016 年度予算 2015 年度執行見込 伸び率

一般公共サービス

外交

国防

公共安全

教育

科学技術

文化・スポーツ・メディア

社会保障・雇用

医療・衛生・計画出産

省エネ・環境保護

都市・農村コミュニティ

農林水産業

交通・運輸

資源探査・情報等

商業・サービス業

金融

国土海洋・気象等

住宅保障

穀物・食用油・物資備蓄

その他支出

国債利払

債務発行費用

１２０１．３８

５１９．７１

９５４３．５４

１６６８．１５

１４０８．７２

２７０６．４３

２５８．６０

８８６．８２

１２４．２９

３１０．６１

６．４８

７２４．１０

６６３．４４

２５５．２０

２７．０３

７８１．５６

２９３．０８

４３１．９７

１３６３．０４

８４６．２１

３２９９．２９

３５．３５

１０５６．１９

４７８．３４

８８６８．５０

１５８４．１６

１３５７．０５

２４８１．３８

２７１．７４

７２２．１０

８４．４２

４０１．５９

１０．８６

７２１．８９

７０１．８８

３４０．７８

２２．５６

４０３．４６

３５０．５７

４０１．２２

１８３６．７７

５６３．６７

２８６６．９０

２８．６３

１３．７

８．６

７．６

５．３

３．８

９．１

－４．８

２２．８

４７．２

－２２．７

－４０．３

０．３

－５．５

－２５．１

１９．８

９３．７

－１６．４

７．７

－２５．８

５０．１

１５．１

２３．５

地方への税収返還

地方への移転支出

うち一般性移転支出

特別移転支出

５０８８．５７

５２９４１．５３

３２０１７．８２

２０９２３．６１

５０８１．９８

５０１３７．８１

２８５２５．７７

２１６１２．０４

０．１

５．６

１２．２

－３．２

中央レベルの支出

中央予備費

地方への税収返還・移転支出

中央財政支出

中央予算安定調節基金補充

２７３５５．００

５００．００

５８０３０．００

８５８８５．００

２５５５４．６６

５５２１９．７９

８０７７４．４５

７０３．９９

７．０

５．１

６．３

（注）中央から地方への移転支出は主要経費別の支出金額から除いている。
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表３．中央から地方への税収返還・移転支出の配分状況

（億元）

項 目 2016 年度予算 2015 年度執行見込 伸び率

Ⅰ．中央から地方への移転支出

（１）一般性移転支出

均衡性移転支出

うち 重点生態機能区移転支出

主要食糧生産県奨励資金

県レベル基本財政力保障メカニ

ズム奨励補助資金

資源枯渇都市移転支出

都市・農村義務教育補助経費

農村総合改革移転支出

旧革命根拠地・少数民族・辺境・貧困地域

移転支出

精製油税費用改革移転支出

体制清算補助

末端公安・検察・司法移転支出

基本年金等移転支出

都市・農村住民医療保険等移転支出

52941.43

32017.82

20392.25

570.00

392.77

2045.00

186.90

1352.91

338.20

1537.91

770.00

1404.93

443.70

5042.76

2426.27

50137.81

28525.77

18502.27

509.00

370.73

1778.00

178.00

1232.82

323.20

1256.95

770.00

1034.08

434.05

44405.18

2123.24

5.6

12.2

10.2

12.0

5.9

15.0

5.0

9.7

4.6

22.4

0.0

35.9

2.2

14.5

14.3

（２）特別移転支出

うち 困難大衆基本生活救助・補助

農業支援保護補助資金

車両購入税収入地方補助

中央補助都市保障性安住工程

基本建設支出

20923.61

1370.13

1404.91

1960.05

1218.00

3876.00

21612.04

1296.58

1434.91

2929.88

1208.39

3676.13

－3.2

5.7

－2.1

－33.1

0.8

5.4

Ⅱ．中央から地方への税収返還

増値税返還

消費税返還

所得税ベース返還

精製油税費用改革税収返還

地方からの上納

5088.57

2987.00

1010.92

910.19

1531.10

－1350.64

5081.98

3000.53

1010.92

910.19

1531.10

－1370.76

0.1

－0.5

0.0

0.0

0.0

－1.5

合 計 58030.00 55219.79 5.1

（注）特別移転支出の内訳は金額の大きいものを記載。
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表４．中央・地方の債務情況

（億元）

項目 予算 実績

中央財政国債残高

2014 年度末残高

内国債

外債

2015 年度国債発行

内国債

外債

2015 年度国債元本償還

内国債

外債

2015 年度末残高

内国債

外債

2016 年度中央財政赤字

2016 年度末国債残高限度額

１４０００．００

１２５９０８．３５

９５６５５．４５

９４６７６．３１

９７９．１４

２１２８５．０６

２０９８７．４７

２９７．５９

１０３４７．５８

１０１９６．３０

１５１．２８

１０６５９９．５９

１０５４６７．４８

１１３２．１１

地方政府一般債務残高

2014 年度末残高

2015 年度一般債務発行

2015 年度一般債務元本償還

2015 年度末残高

2016 年度地方財政赤字

2016 年度末一般債務残高限度額

７８００．００

１０７０７２．４０

９４２７２．４０

２８６０６．９０

２３６０６．９０

９９２７２．４０

地方政府特別債務残高

2014 年度末残高

2015 年度特別債務発行

2015 年度特別債務元本償還

2015 年度末残高

2016 年度特別債務新規増限度額

2016 年度末特別債務残高限度額

４０００．００

６４８０１．９０

５９８０１．９０

９７４３．７０

８７４３．７０

６０８０１．９０

（4 月 4 日記）


